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談

●役場窓口延長日　毎週水曜日 8:30 ～ 19:15　　●休日窓口開庁日　毎月第３日曜日 8:30 ～ 17:15

国 民 年 金 コ ー ナ ー

　国民年金保険料を納めていない期間な
どがある場合、将来受け取れる年金額が
少なくなったり、年金そのものが受給
できないことがあります(保険料納付や
免除などの期間の合計が25年未満の場
合)。
　このような事態を避けるために、平成
24年10月１日から平成27年９月30日ま
での３年間に限り、国民年金保険料を納
めることができる期間が過去２年間から
10年に延長となる「後納制度」が利用でき
ます。
◇手続き
　後納保険料を納付するには、事前に申
請をして、審査をさせていただくことに
なります。
※後納制度を利用できる方には「承認通
　知書」と「後納納付書」が送付されます
　が、審査の結果、後納制度での納付を
　利用できない場合があります。
◇申込先
　「国民年金後納保険料納付申込書」に必
要事項を記載して、お近くの年金事務所
にお申し込みください。郵送でのお申し
込みも可能ですが、基礎年金番号などに
お間違いがないか年金手帳などで再度ご
確認くださいますようお願いします。
◎お申し込みはお早めに
　後納保険料は平成27年９月30日を過
ぎて納めることはできません。またお申
し込みから審査結果が送付されるまで
に、審査の内容によっては時間がかかる
場合がありますので、お早めにお申し込
みください。

　問郡山年金事務所　☎024-932-3434
　問町民生活課　　　☎72-6933

過去 10年分まで
国民年金保険料が納められます
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